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報道関係者 各位 

 
 
 
 

「使用者による障害者虐待の状況等」について 
 
 

厚生労働省ではこのほど、障害者を雇用する事業主など「使用者」による障害者への虐待の状況

や、虐待を行った使用者に対して講じた措置などについて取りまとめましたので、公表します。 

これは、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（平成23年法律第79号。

以下「法」といいます。）第28条に基づいて、年度ごとに公表するもので、今回は、平成24年10月

１日の法律施行から平成25年３月31日までの取りまとめです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

※１ 被虐待者の障害種別については、重複しているものがある。 

※２ １つの事業所で使用者による障害者虐待が複数認められたものは、複数計上している。 

  

【ポイント】 

○ 使用者による障害者虐待が認められた事業所は、１３３事業所。 

虐待を行った使用者は１３６名。直接の虐待者と、被虐待者との関係をみると、事業主

１１３名、所属の上司１９名、その他４名。 

○ 被虐待者は１９４名。その障害種別は、身体障害２５名、知的障害１４９名、精神障害

２３名、発達障害４名。（※１） 

○ 使用者による障害者虐待が認められた場合に採った措置は、全体で１８３件。 

【内訳】 

① 労働基準法等労働基準関係法令に基づく指導等１５９件（86.9％） 

（うち最低賃金法関係１４５件） 

② 障害者雇用促進法に基づく助言・指導２０件（10.9％） 

③ 男女雇用機会均等法に基づく助言・指導１件（0.5％） 

④ 個別労働紛争解決促進法に基づく助言・指導３件（1.6％）（※２） 

平成 25年 6月 28日 
【照会先】 
大臣官房地方課労働紛争処理業務室 

室  長    田中 仁志 
室長補佐    吉谷 真治 

(代表電話) 03(5253)1111(内線 7738) 
(直通電話) 03(3502)6679 
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１ 使用者による障害者虐待が認められた事業所について 
 

（１） 労働関係法令に基づき調査等を行い、使用者による障害者虐待が認められた事業所 

は、全体で１３３事業所であった。 

事案の把握の端緒は、 

都道府県からの報告（※１）  ２１事業所 

労働局等への相談（※２）   ３７事業所 

その他労働局等の把握（※３） ７５事業所 

   であった。 

  

※１「都道府県からの報告」とは、法第24条に基づき都道府県から都道府県労働局に報告があ 

ったもの。 

※２「労働局等への相談」とは、直接、都道府県労働局、労働基準監督署又は公共職業安定所 

（以下「労働局等」という。）に被虐待者、家族、同僚等から、使用者による障害者虐待に 

該当するおそれがある旨の情報提供や相談があったもの。 

※３「その他労働局等の把握」とは、上記以外の場合で、労働基準監督署による臨検監督や公 

共職業安定所による事業所訪問等において、使用者による障害者虐待に該当する事例を把 

握したもの。 

 

（２） 障害者虐待を行っていた使用者は全体で１３６名であり、直接虐待を行っていた者 

の内訳は、事業主１１３名（83.1％）、所属の上司１９名（14.0％）、その他４名（2.9％） 

であった。 

 

（３） 使用者による障害者虐待が認められた事業所の規模は、労働者数５人未満が２１事 

業所（15.8％）、５～２９人が７３事業所（54.9％）、３０～９９人が２６事業所（19.5％）、 

１００～４９９人が７事業所（5.3％）、５００～９９９人が１事業所（0.8％）、 

１，０００人以上が１事業所（0.8％）、規模不明が４事業所（3.0％）であった。 

 

（４） 使用者による障害者虐待が認められた事業所の業種は、次のとおりであった。 

業種 事業所（割合）    

農業、林業 9  （6.8％）    

漁業 0  （0.0％）    

鉱業、採石業、砂利採取業   0  （0.0％）    

建設業 5  （3.8％）    

製造業 58 （43.6％）    

電気・ガス・熱供給・水道業 0  （0.0％）    

情報通信業 2  （1.5％）    

運輸業、郵便業 5  （3.8％）    

卸売業、小売業 12  （9.0％）    

金融業、保険業 0  （0.0％）    

不動産業、物品賃貸業 1  （0.8％）    
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２ 被虐待者について 

 

（１） 使用者から何らかの虐待を受けていた障害者（被虐待者）は１９４名であり、その 

障害種別は、身体障害２５名、知的障害１４９名、精神障害２３名、発達障害４名で 

あった。 

※ 被虐待者の障害種別については、重複しているものがある。 

 

（２） 被虐待者の障害種別の雇用形態は、次のとおりであった。 

 

 

 

 

 

 

 

       

※ 被虐待者の障害種別については、重複しているものがある。         （単位：名）                                                                                         

 

（３） 被虐待者が受けていた虐待の種別及び人数は次のとおりであった。 

① 身体的虐待を受けた者  １６名 

「身体的虐待」とは、障害者の身体に外傷が生じたり、生じる恐れのある暴行を加えること、

または正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。 

（身体障害３名、知的障害１１名、精神障害２名、発達障害１名） 

② 性的虐待を受けた者  １名 

「性的虐待」とは、障害者に対してわいせつな行為をすること、または障害者にわいせつな

行為をさせること。 

（知的障害１名） 

③ 心理的虐待を受けた者 ２０名 

「心理的虐待」とは、障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応、不当な差別的言動

その他、障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 

    （身体障害３名、知的障害１３名、精神障害５名） 

学術研究、専門・技術サービス 0  （0.0％）    

宿泊業、飲食サービス業 10  （7.5％）    

生活関連サービス業、娯楽業 5  （3.8％）    

教育、学習支援業 2  （1.5％）    

医療、福祉 13  （9.8％）    

複合サービス業 1  （0.8％）    

サービス業（他に分類されないもの）   10  （7.5％）    

公務 0  （0.0％）    

合計 133事業所 （100％）   

  正社員 パート等 派遣労働者 期間契約社員 その他・不明 

身体障害 11 12 0 1 1 

知的障害 50 79 0 3 17 

精神障害 2 14 0 2 5 

発達障害 4 0 0 0 0 

その他 0 0 0 0 0 
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④ 放置等による虐待を受けた者  １５名 

「放置等による虐待」とは、障害者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置のほ

か、他の労働者による上記①から③の虐待行為の放置等、これに準じる行為を行うこと。 

（身体障害１名、知的障害１１名、精神障害２名、発達障害１名） 

⑤ 経済的虐待を受けた者  １６４名 

「経済的虐待」とは、障害者の財産を不当に処分することその他、障害者から不当に財産上

の利益を得ること。 

 具体的には、障害者であることを理由に賃金等を支払わない、賃金額が最低賃金に満たな

い（都道府県労働局長から最低賃金減額特例許可を受けている場合については、減額後の最

低賃金に満たない。）、強制的に通帳を管理する、本人の了解を得ずに現金を引き出す等。 

（身体障害１９名、知的障害１３３名、精神障害１５名、発達障害３名） 

※ 被虐待者の障害種別については、重複しているものがある。 

 

３ 使用者による障害者虐待と認められた事案への対応状況等について 

使用者による障害者虐待が認められた場合に労働局等が所管する法令に基づいて採っ

た措置は、１８３件であり、その内訳は次のとおりであった。 

① 労働基準法等労働基準関係法令に基づく指導等 １５９件 

（うち最低賃金法関係 １４５件） 

〈経済的虐待又は放置等に対応〉 

具体例 ・ 障害者である労働者に、最低賃金額以上の額の賃金を支払っていなかった

ため、事業主に対して、是正指導を行った。 

・ 都道府県労働局長から最低賃金の減額特例許可を受けている障害者であ

る労働者に、許可の有効期間が切れているにもかかわらず、最低賃金額を下

回る賃金を支払っていたため、事業主に対して、是正指導を行った。 

 

② 障害者雇用促進法に基づく助言・指導 ２０件 

〈身体的虐待、心理的虐待又は放置等に対応〉 

具体例 ・ 障害者である労働者に対し、職場内で暴言を吐く（上司から過度の叱責。）、

暴力を振るう（上司から手で叩く、足で蹴る。）等の問題があり、事業主に対し

て、雇用管理についての助言を行った。 

 

③ 男女雇用機会均等法に基づく助言・指導 １件 

〈性的虐待に対応〉 

具体例 ・ 障害者である労働者に対し、セクシュアルハラスメントの問題があり、事業

主に対して、紛争解決のための助言を行った。 

 

④ 個別労働紛争解決促進法に基づく助言・指導 ３件 

〈心理的虐待に対応〉 

具体例 ・ 障害者である労働者が、療養から職場復帰したところ、上司からしつこく退

職勧奨された。当該労働者の求めに応じ、事業主に対し、労働者と話し合うこ

とを勧める等の助言を行った。 
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【参考】 都道府県からの報告のあった事案への対応等について 
 

都道府県からの報告のあった事案         ６１事業所 

 

（内訳） 

 

○ 使用者による障害者虐待と認められた事案            : ２１事業所 

   【講じた措置等】 

① 労働基準法等労働基準関係法令に基づく指導等        ６事業所 

② 障害者雇用促進法に基づく助言・指導           １１事業所 

③ 男女雇用機会均等法に基づく助言・指導           １事業所 

④ 個別労働紛争解決促進法に基づく助言・指導         １事業所 

⑤ その他（警察により対応した事案等）            ３事業所 
※ １つの事業所に対し、複数の措置を講じた場合には、複数計上している。 

 

○ 使用者による障害者虐待と認められなかったものの、         ：７事業所 

労働関係法令に基づき指導等した事案 

   【講じた措置】 

① 障害者雇用促進法に基づく助言・指導            ４事業所 

② 男女雇用機会均等法に基づく助言・指導           １事業所 

③ 個別労働紛争解決促進法に基づく助言・指導、あっせん     ２事業所 

 

○ 使用者による障害者虐待と認められず、かつ、労働関係法令     : １８事業所 

 に照らして問題がなかったことから指導等は行わなかった事案 

 

○ 平成２５年３月末現在で調査中の事案                 : １５事業所 
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資料１ 
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資料２ 


